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登
録
希
望
者
は
、
平
成
16
年

２
月
２
日（
月
）〜
２
月
27
日（
金
）

　

町
で
は
、
平
成
16
年
度
の
鏡
石

児
童
館
の
登
録
児
童
を
次
の
と
お

り
募
集
し
ま
す
。

ま
で
に
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
今
回
登
録
し
な
い
児
童

で
も
、
一
般
児
童
と
し
て
一
度
帰

宅
後
、
親
と
約
束
し
た
時
間（
閉

館
時
間
内
）ま
で
児
童
館
を
利
用

す
る
事
が
で
き
ま
す
。

h
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町
内
に
居
住
し
、
保
護
者
が
就

労
な
ど
に
よ
り
放
課
後
保
育
に
欠

け
る
児
童

h���

　

お
や
つ
代
及
び
保
護
者
会
費

（
合
計
、
月
２
千
５
百
円
程
度
）
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生
活
指
導（
入
館
）申
込
書
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町
保
健
福
祉
課
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町
児
童
館　
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町
観
光
協
会
で
は
、
高
野
池
の

白
鳥
な
ど
四
季
折
々
の
風
景
、
ま

た
「
国
際
化
オ
ラ
ン
ダ
祭
り
」・

「
牧
場
の
朝
Ｙ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ｏ
Ｉ
祭

り
」な
ど
各
種
イ
ベ
ン
ト
を
、
よ

り
多
く
の
方
に
知
っ
て
い
た
だ
く

た
め
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
を
実
施

い
た
し
ま
す
。

　

入
賞
作
品
は
広
告
、
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
等
に
活
用
し
ま
す
の
で
、
た

く
さ
ん
の
作
品
の
応
募
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。
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カ
ラ
ー
プ
リ
ン

ト
四
ツ
切
・
ワ
イ
ド
四
ツ
切
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平
成
15
年
４
月

１
日（
火
）か
ら
平
成
16
年
２
月
22

日（
日
）ま
で
撮
影
し
た
も
の

h
�
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�
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２
月
27
日（
金
）ま

で（
当
日
消
印
有
効
）
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町
観
光
協
会（
産
業
課
内
）
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b���　
２
月
14
日（
土
）

　

午
前
10
時
30
分
か
ら

b���　
え
ほ
ん
「
お
ば
け
の

ふ
ゆ
ご
も
り
」

h
�
�
�
�
�
�
�
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b���　
２
月
28
日（
土
）

　
　
　
　
　

午
前
10
時
30
分
か
ら

b���　
す
ば
な
し

　
　
　
　
　
「
ね
ず
み
き
ょ
う
」

h
�
�
�
�
�
�
�
�

b���　
２
月
15
日（
日
）

　

午
後
１
時
30
分
か
ら

b���　
絵
本
・
造
形
作
家　

　

菊
地　

清
先
生

b����「
雪
の
鶴
ヶ
城
」

　

大
人
の
み
な
さ
ん
も
ぜ
ひ
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

h
�
�
�
�
�
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�
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b
テ
ー
マ
は『
お
菓
子
』で
す
。
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２
月
16
日（
月
）
か
ら
23
日

（
月
）ま
で
は
特
別
整
理
期
間
と
し

て
休
館
い
た
し
ま
す
。
不
便
を
お

か
け
し
ま
す
が
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。
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h���　
１
歳
か
ら
２
歳
ま
で

の
子
ど
も
と
保
育
者
。

　

兄
弟
が
い
る
場
合
は
ど
ち
ら
の

ク
ラ
ブ
で
も
入
会
可
能
で
す
。
い

ず
れ
の
ク
ラ
ブ
も
月
２
回
、
児
童

館
等
で
午
前
10
時
か
ら
11
時
30
分

ま
で
開
催
い
た
し
ま
す
。

h����　
３
月
26
日（
金
）
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町
で
は
、
平
成
16
年
度
の
育
児

ク
ラ
ブ
会
員
を
次
に
よ
り
募
集
し

ま
す
。

　

お
友
達
を
つ
く
り
た
い
方
の
ご

参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
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h��　
２
歳
以
上
の
子
ど
も

と
保
育
者
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児
童
扶
養
手
当
は
、
父
母
の
離

婚
な
ど
に
よ
り
、
父
親
と
生
活
を

共
に
し
て
い
な
い
児
童
を
養
育
し

て
い
る
家
庭
の
生
活
の
安
定
と
自

立
を
助
け
る
た
め
の
制
度
で
す
。

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
児
童

の
母
や
母
に
代
わ
っ
て
養
育
し
て

い
る
方
で
児
童
が
18
歳
に
な
る
年

度
末
ま
で
（
心
身
に
一
定
の
障
害

が
あ
る
と
き
は
20
歳
未
満
）
給
付

を
受
け
ら
れ
ま
す
。（
※
表
１
参
照
）

①
父
母
の
離
婚
に
よ
り
、
父
と
生

計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童
。

②
父
が
死
亡
し
た
児
童
。

③
父
が
一
定
の
障
害
に
あ
る
児
童
。

④
父
の
生
死
が
不
明
な
児
童
。

⑤
父
が
引
き
続
き
１
年
以
上
遺
棄

し
て
い
る
児
童
。

⑥
父
が
法
令
に
よ
り
引
き
続
き
１

年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
児
童
。

⑦
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
生
ま

れ
た
児
童
。

⑧
孤
児
な
ど
で
、
父
母
が
い
る
か

否
か
不
明
な
児
童
。
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受
給
資
格
者
と
、そ
の
生
計
を
同

じ
く
す
る
扶
養
義
務
者
な
ど
の
所

得
が
、
表
２
の
限
度
額
を
超
え
る

場
合
は
、
そ
の
年
度
（
８
月
か
ら

翌
年
の
７
月
ま
で
）
は
、
手
当
の

全
部
又
は
一
部
が
支
給
停
止
に
な

り
ま
す
。
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ひ
と
り
親
家
庭
の
親
と
児
童

（
18
歳
未
満
）及
び
父
母
の
な
い
児

童
の
た
め
の
医
療
費
の
助
成
制
度

で
す
。

　

病
院
の
窓
口
で
支
払
っ
た
医
療

費
が
同
じ
月
に
受
診
し
た
一
世
帯

の
自
己
負
担
額
を
合
算
し
て
千
円

を
超
え
た
場
合
、
超
え
た
金
額
が

助
成
さ
れ
ま
す
。
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0 人
円

190,000

円

1,920,000

円

2,360,000

1 570,000 2,300,000 2,740,000

2 950,000 2,680,000 3,120,000

3 1,330,000 3,060,000 3,500,000

4 1,710,000 3,440,000 3,880,000

5 2,090,000 3,820,000 4,260,000

��' ����()�* &���
児童が
1人 42,000 円 所得に応じて9,910円から

41,990 円まで10円きざみの額

児童が 2人 児童が 1人の場合の額に 5,000 円を加算

児童が 3人以上 3人目から児童が
1人増すごとに 3,000 円を加算

表２　児童扶養手当所得制限額

表１　児童扶養手当手当の額
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